
JP 6184805 B2 2017.8.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  絶縁基板と、
  上記絶縁基板に形成され、第１の回路を構成する第１及び第２の電極と、
  上記絶縁基板に形成され、上記第１の回路と電気的に独立して形成された第２の回路を
構成する第３～第５の電極と、
  上記第１及び第２の電極間にわたって搭載された第１の可溶導体と、
  上記第３及び第４の電極間に接続された発熱体と、
  上記第４及び第５の電極間にわたって搭載された第２の可溶導体とを備えた遮断素子。
【請求項２】
　 上記第３～第５の電極間に電流を流し上記発熱体が発熱した熱により、上記第１の可
溶導体を溶断させた後に、上記第２の可溶導体を溶断させる請求項１記載の遮断素子。
【請求項３】
  上記第１の可溶導体は、上記第２の可溶導体よりも、上記発熱体の発熱中心に近い位置
に搭載されている請求項１又は２に記載の遮断素子。
【請求項４】
  上記第１の可溶導体の断面積は、上記第２の可溶導体の断面積よりも小さい請求項１～
３のいずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項５】
  上記第１の可溶導体の長さは、上記第２の可溶導体の長さよりも長い請求項１～４のい
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ずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項６】
  上記第１の可溶導体の融点が、上記第２の可溶導体の融点よりも低い請求項１～５のい
ずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項７】
  上記絶縁基板の上記第１～第５の電極が形成されている面の表面に絶縁層を備え、
  上記発熱体は、上記絶縁基板と上記絶縁層の間、又は上記絶縁層の内部に形成されてい
る請求項１～６のいずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項８】
  上記発熱体は、上記絶縁基板の上記表面と反対側の面に形成されている請求項１～６の
いずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項９】
  上記発熱体は、上記絶縁基板の内部に形成されている請求項請求項１～６のいずれか１
項に記載の遮断素子。
【請求項１０】
  上記発熱体は、上記第１及び第２の電極が重畳する請求項６～９のいずれか１項に記載
の遮断素子。
【請求項１１】
  上記発熱体は、上記第４及び第５の電極が重畳する請求項１０記載の遮断素子。
【請求項１２】
  上記絶縁基板の上記第１～第５の電極が形成されている面の表面に絶縁層を備え、
  上記発熱体は、上記絶縁基板と上記絶縁層の間に形成されるとともに、上記第１及び第
２の電極、並びに上記第４及び第５の電極と並んで形成されている請求項１～６のいずれ
か１項に記載の遮断素子。
【請求項１３】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、Ｓｎを主成分とするＰｂフリー
ハンダである請求項１～１２のいずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項１４】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、低融点金属と高融点金属とを含
有し、
  上記低融点金属が上記発熱体からの加熱により溶融し、上記高融点金属を溶食する請求
項１～１２のいずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項１５】
  上記低融点金属はハンダであり、
  上記高融点金属は、Ａｇ、Ｃｕ又はＡｇ若しくはＣｕを主成分とする合金である請求項
１４記載の遮断素子。
【請求項１６】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、内層が高融点金属であり、外層
が低融点金属の被覆構造である請求項１～１２、１４又は１５のいずれか１項に記載の遮
断素子。
【請求項１７】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、内層が低融点金属であり、外層
が高融点金属の被覆構造である請求項１～１２、１４又は１５のいずれか１項に記載の遮
断素子。
【請求項１８】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、低融点金属と、高融点金属とが
積層された積層構造である請求項１～１２、１４又は１５のいずれか１項に記載の遮断素
子。
【請求項１９】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、低融点金属と、高融点金属とが
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交互に積層された４層以上の多層構造である請求項１～１２、１４又は１５のいずれか１
項に記載の遮断素子。
【請求項２０】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、内層を構成する低融点金属の表
面に形成された高融点金属に、開口部が設けられている請求項１～１２、１４又は１５の
いずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項２１】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、多数の開口部を有する高融点金
属層と、上記高融点金属層上に形成された低融点金属層とを有し、上記開口部に低融点金
属が充填されている請求項１～１２、１４又は１５のいずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項２２】
  上記第１の可溶導体及び／又は上記第２の可溶導体は、低融点金属の体積が、高融点金
属の体積よりも多い請求項１～１２、１４～２１のいずれか１項に記載の遮断素子。
【請求項２３】
  第１の可溶導体を有する第１の回路と、
  上記第１の回路と電気的に独立して形成され、発熱体と、上記発熱体の一端と接続され
た第２の可溶導体とを有する第２の回路とを備えた遮断素子回路。
【請求項２４】
　上記第２の回路に電流を流し上記発熱体が発熱した熱により、上記第１の可溶導体を溶
断させて上記第１の回路を遮断した後に、上記第２の可溶導体を溶断させる請求項２３記
載の遮断素子回路。
【請求項２５】
  上記第２の回路は、上記発熱体及び上記第２の可溶導体が電源及びスイッチ素子に接続
され、上記スイッチ素子を駆動させることにより電流が流れる請求項２３又は２４に記載
の遮断素子回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源ラインや信号ラインを電気的且つ物理的に遮断することにより安全性を
保障する遮断素子、及び遮断素子回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　充電して繰り返し利用することのできる二次電池の多くは、バッテリパックに加工され
てユーザに提供される。特に重量エネルギー密度の高いリチウムイオン二次電池において
は、ユーザ及び電子機器の安全を確保するために、一般的に、過充電保護、過放電保護等
のいくつもの保護回路をバッテリパックに内蔵し、所定の場合にバッテリパックの出力を
遮断する機能を有している。
【０００３】
　この種の遮断素子には、バッテリパックに内蔵されたＦＥＴスイッチを用いて出力のＯ
Ｎ／ＯＦＦを行うことにより、バッテリパックの過充電保護又は過放電保護動作を行うも
のがある。しかしながら、何らかの原因でＦＥＴスイッチが短絡破壊した場合、雷サージ
等が印加されて瞬間的な大電流が流れた場合、あるいはバッテリセルの寿命によって出力
電圧が異常に低下したり、逆に過大異常電圧を出力した場合であっても、バッテリパック
や電子機器は、発火等の事故から保護されなければならない。そこで、このような想定し
得るいかなる異常状態においても、バッテリセルの出力を安全に遮断するために、外部か
らの信号によって電流経路を遮断する機能を有するヒューズ素子からなる遮断素子が用い
られている。
【０００４】
　図１７に示すように、このようなリチウムイオン二次電池等向けの保護回路の遮断素子
８０としては、電流経路上に接続された第１及び第２の電極８１，８２間に亘って可溶導
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体８３を接続して電流経路の一部をなし、この電流経路上の可溶導体８３を、過電流によ
る自己発熱、あるいは遮断素子８０内部に設けた発熱体８４によって溶断するものが提案
されている。
【０００５】
　具体的に、遮断素子８０は、絶縁基板８５と、絶縁基板８５に積層され、絶縁部材８６
に覆われた発熱体８４と、絶縁基板８５の両端に形成された第１、第２の電極８１，８２
と、絶縁部材８６上に発熱体８４と重畳するように積層された発熱体引出電極８８と、両
端が第１、第２の電極８１，８２にそれぞれ接続され、中央部が発熱体引出電極８８に接
続された可溶導体８３とを備える。
【０００６】
　図１８は、遮断素子８０の回路図である。すなわち、遮断素子８０は、発熱体引出電極
８８を介して直列接続された可溶導体８３と、可溶導体８３の接続点を介して通電して発
熱させることによって可溶導体８３を溶融する発熱体８４とからなる回路構成である。ま
た、遮断素子８０では、たとえば、可溶導体８３が充放電電流経路上に直列接続され、発
熱体８４が電流制御素子８７と接続される。電流制御素子８７は、例えば電界効果トラン
ジスタ（以下、ＦＥＴと呼ぶ。）により構成され、リチウムイオン二次電池が異常電圧を
示したときには、可溶導体８３を介して発熱体８４に電流が流れるように制御される。
【０００７】
　これにより遮断素子８０は、発熱体８４の発熱により、電流経路上の可溶導体８３を溶
断させ、この溶融導体を発熱体引出電極８８に集めることにより、第１及び第２の電極８
１，８２間の電流経路を遮断し、バッテリパックの充放電経路を電気的且つ物理的に遮断
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－００３６６５号公報
【特許文献２】特開２００４－１８５９６０号公報
【特許文献３】特開２０１２－００３８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、図１７、図１８に示す遮断素子８０においては、発熱体８４を発熱させる電力
を、可溶導体８３を介して供給するものであるが、第１の電極８１～可溶導体８３～第２
の電極８２にわたる電流経路はバッテリの充放電経路であることから、発熱体８４の通電
時においても発熱体８４に可溶導体８３を溶断させるのに十分な熱量を得ることができる
。
【００１０】
　しかし、遮断素子８０を、電源ラインよりも微弱な電流を流す信号ラインにおいて用い
る場合には、発熱体８４に可溶導体８３を溶断させるのに十分な発熱量を得るほどの電力
を供給することができず、遮断素子８０の用途が大電流用途に限られていた。
【００１１】
　また、電流経路を発熱体８４側に切り替える電流制御素子８７も、電流定格の向上に伴
って同様に定格の向上が求められる。そして、高定格の電流制御素子は、一般的に高価で
あり、コスト上も不利となる。
【００１２】
　そこで、本発明は、微弱な電流経路に組み込まれた場合にも、発熱体に可溶導体を溶断
させるのに十分な電力を供給することができ、あらゆる用途に用いることができる遮断素
子、及び遮断素子回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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  上述した課題を解決するために、本発明に係る遮断素子は、絶縁基板と、上記絶縁基板
に形成され、第１の回路を構成する第１及び第２の電極と、上記絶縁基板に形成され、上
記第１の回路と電気的に独立して形成された第２の回路を構成する第３～第５の電極と、
上記第１及び第２の電極間にわたって搭載された第１の可溶導体と、上記第３及び第４の
電極間に接続された発熱体と、上記第４及び第５の電極間にわたって搭載された第２の可
溶導体とを備えたものである。
                                                                                
【００１４】
  また、本発明に係る遮断素子回路は、第１の可溶導体を有する第１の回路と、上記第１
の回路と電気的に独立して形成され、発熱体と、上記発熱体の一端と接続された第２の可
溶導体とを有する第２の回路とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、第１の回路と、第１の回路を遮断させる第２の回路とが、電気的に独
立しているため、第１の回路が組み込まれる外部回路の種類によらず、発熱体に対して第
１の可溶導体を溶断させるのに十分な発熱量を得る電力を供給することができる。したが
って、本発明によれば、第１の回路が組み込まれる外部回路として、微弱な電流を流すデ
ジタル信号回路等にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明が適用された遮断素子を示す図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）
はＡ‐Ａ‘断面図、（Ｃ）は断面図である。
【図２】図２は、本発明が適用された遮断素子の回路図である。
【図３】図３は、本発明が適用された遮断素子回路の回路図である。
【図４】図４は、本発明が適用された遮断素子の第１の可溶導体が溶断された状態を示す
図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は回路図、（Ｃ）は断面図である。
【図５】図５は、本発明が適用された遮断素子の第２の可溶導体が溶断された状態を示す
図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は回路図、（Ｃ）は断面図である。
【図６】図６は、本発明が適用された遮断素子の応用例を示す図であり、（Ａ）は第１、
第２の可溶導体の溶断前、（Ｂ）は溶断後を示す。
【図７】図７は、本発明が適用された他の遮断素子を示す図であり、（Ａ）は平面図、（
Ｂ）はＡ‐Ａ‘断面図である。
【図８】図８は、本発明が適用された他の遮断素子を示す図であり、（Ａ）は平面図、（
Ｂ）はＡ‐Ａ‘断面図である。
【図９】図９は、本発明が適用された他の遮断素子を示す図であり、（Ａ）は平面図、（
Ｂ）はＡ‐Ａ‘断面図である。
【図１０】図１０は、本発明が適用された他の遮断素子を示す図であり、（Ａ）は平面図
、（Ｂ）はＡ‐Ａ‘断面図である。
【図１１】図１１は、高融点金属層と低融点金属層を有し、被覆構造を備える可溶導体を
示す斜視図であり、（Ａ）は高融点金属層を内層とし低融点金属層で被覆した構造を示し
、（Ｂ）は低融点金属層を内層とし高融点金属層で被覆した構造を示す。
【図１２】図１２は、高融点金属層と低融点金属層の積層構造を備える可溶導体を示す斜
視図であり、（Ａ）は上下２層構造、（Ｂ）は内層及び外層の３層構造を示す。
【図１３】図１３は、高融点金属層と低融点金属層の多層構造を備える可溶導体を示す断
面図である。
【図１４】図１４は、高融点金属層の表面に線状の開口部が形成され低融点金属層が露出
されている可溶導体を示す平面図であり、（Ａ）は長手方向に沿って開口部が形成された
もの、（Ｂ）は幅方向に沿って開口部が形成されたものである。
【図１５】図１５は、高融点金属層の表面に円形の開口部が形成され低融点金属層が露出
されている可溶導体を示す平面図である。
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【図１６】図１６は、高融点金属層に円形の開口部が形成され、内部に低融点金属が充填
された可溶導体を示す平面図である。
【図１７】図１７は、本発明の参考例に係る遮断素子を示す平面図である。
【図１８】図１８は、本発明の参考例に係る遮断素子の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明が適用された遮断素子、及び遮断素子回路について、図面を参照しながら
詳細に説明する。なお、本発明は、以下の実施形態のみに限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変更が可能であることは勿論である。また、
図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることがある。具体的
な寸法等は以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互
いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
【００１８】
　［第１の形態］
　本発明が適用された遮断素子１は、図１に示すように、絶縁基板１０と、絶縁基板１０
に形成され、第１の回路２を構成する第１の電極１１及び第２の電極１２と、絶縁基板１
０に形成され、第２の回路３を構成する第３の電極１３、第４の電極１４及び第５の電極
１５と、第１及び第２の電極１１，１２間にわたって搭載された第１の可溶導体１７（ヒ
ューズ）と、第３及び第４の電極１３，１４間に接続された発熱体１８と、第４及び第５
の電極１４，１５間にわたって搭載された第２の可溶導体（ヒューズ）１９とを備える。
図１（Ａ）は、遮断素子１の平面図であり、図１（Ｂ）は、Ａ－Ａ‘断面図であり、（Ｃ
）は断面図である。
【００１９】
　絶縁基板１０は、たとえば、アルミナ、ガラスセラミックス、ムライト、ジルコニアな
どの絶縁性を有する部材によって形成される。その他、ガラスエポキシ基板、フェノール
基板等のプリント配線基板に用いられる材料を用いてもよいが、ヒューズ溶断時の温度に
留意する必要がある。
【００２０】
　［第１及び第２の電極：第１の回路］
　第１及び第２の電極１１，１２は、絶縁基板１０の表面１０ａ上に形成されるとともに
、後述する絶縁部材２１上に積層されている。また、第１及び第２の電極１１，１２は、
スルーホール２０を介して絶縁基板１０の裏面１０ｂに形成された外部接続端子と連続さ
れている。
【００２１】
　第１及び第２の電極１１，１２は、第１の可溶導体１７が搭載されることにより電気的
に接続されている。これにより、遮断素子１は、第１の電極１１～第１の可溶導体１７～
第２の電極１２に至る第１の回路２を構成し、第１の回路２は、遮断素子１が実装される
回路基板上に形成された回路の一部に組み込まれる。
【００２２】
　第１の回路２が組み込まれる回路は、遮断素子１が実装される電子機器の電流ラインで
あり、例えばリチウムイオン二次電池のバッテリパックにおける充放電回路、各種電子機
器の電源回路、あるいは、デジタル信号回路等、電流の強弱に関わらず物理的な電流経路
の遮断が求められるあらゆる回路に適用することができる。
【００２３】
　［発熱体］
　発熱体１８は、絶縁基板１０の表面１０ａに積層され、絶縁部材２１に覆われている。
発熱体１８は、比較的抵抗値が高く通電すると発熱する導電性を有する部材であって、例
えばＷ、Ｍｏ、Ｒｕ等からなる。これらの合金あるいは組成物、化合物の粉状体を樹脂バ
インダ等と混合して、ペースト状にしたものを絶縁基板１０上にスクリーン印刷技術を用
いてパターン形成して、焼成する等によって形成される。発熱体１８は、一端が第３の電
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極１３と接続され、他端が第４の電極１４と接続されている。
【００２４】
　発熱体１８を覆うように絶縁部材２１が配置され、この絶縁部材２１を介して発熱体１
８と重畳するように第１の電極１１、第２の電極１２、第４の電極１４及び第５の電極１
５が積層されている。絶縁部材２１としては、例えばガラスを用いることができる。なお
、遮断素子１は、発熱体１８の熱を効率良く第１の可溶導体１３に伝えるために、発熱体
１８と絶縁基板１０の間にも絶縁部材を積層し、発熱体１８を絶縁基板１０の表面に形成
された絶縁部材２１の内部に設けても良い。
【００２５】
　［第３～第５の電極：第２の回路］
　第３の電極１３は、絶縁基板１０の表面１０ａ上に形成され、発熱体１８の一端と接続
されている。第４の電極１４は、絶縁基板１０の表面１０ａ上に形成されることにより発
熱体１８の他端と接続されるとともに、絶縁部材２１上に積層されている。第５の電極１
５は、絶縁部材１０の表面１０ａ上に形成されるとともに、絶縁部材２１上に積層されて
いる。なお、第３の電極１３及び第５の電極１５は、スルーホール２０を介して絶縁基板
１０の裏面１０ｂに形成された外部接続端子と連続されている。
【００２６】
　第４及び第５の電極１４，１５は、絶縁部材２１上において、第２の可溶導体１９が搭
載されることにより電気的に接続されている。これにより、第３～第５の電極１３～１５
は、上記第１の回路２と電気的に独立した第２の回路３を構成する。第２の回路３は、第
１の回路２の第１の可溶導体１７を加熱、溶断するための回路であり、第１の可溶導体１
７を溶断し第１の回路２を遮断した後は、第２の可溶導体１９を溶断することで自身も遮
断し、発熱体１８への給電を停止する。
【００２７】
　［可溶導体］
　第１、第２の可溶導体１７，１９は、発熱体１８の発熱により速やかに溶断されるいず
れの金属を用いることができ、例えば、Ｓｎを主成分とするＰｂフリーハンダ等の低融点
金属を好適に用いることができる。
【００２８】
　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属と高融点金属とを含有してもよ
い。低融点金属としては、Ｐｂフリーハンダなどのハンダを用いることが好ましく、高融
点金属としては、Ａｇ、Ｃｕ又はこれらを主成分とする合金などを用いることが好ましい
。高融点金属と低融点金属とを含有することによって、遮断素子１をリフロー実装する場
合に、リフロー温度が低融点金属の溶融温度を超えて、低融点金属が溶融しても、内層の
低融点金属の外部への流出を抑制し、第１、第２の可溶導体１７，１９の形状を維持する
ことができる。また、溶断時も、低融点金属が溶融することにより、高融点金属を溶食（
ハンダ食われ）することで、高融点金属の融点以下の温度で速やかに溶断することができ
る。なお、第１～第３の可溶導体２１～２３は、後に説明するように、様々な構成によっ
て形成することができる。
【００２９】
　第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属層を内層とし、高融点金属層を外層と
して構成することができる。このような第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属
箔に、高融点金属層をメッキ技術を用いて成膜することによって形成することができ、あ
るいは、他の周知の積層技術、膜形成技術を用いて形成することもできる。また、第１、
第２の可溶導体１７，１９は、高融点金属層を内層とし、低融点金属層を外層として構成
してもよく、また低融点金属層と高融点金属層とが交互に積層された４層以上の多層構造
としてもよい。
【００３０】
　なお、第１、第２の可溶導体１７，１９は、第１及び第２の電極１１，１２上、第４及
び第５の電極１４，１５上へ、ハンダ等を用いて接続されている。また、第１の回路２を
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、デジタル信号回路に適用する場合、第１の可溶導体１７の外層として、高周波特性の良
好な銀メッキ層を形成することが好ましい。これにより、第１の可溶導体１７は、表皮効
果による低抵抗化を図り高周波特性を向上させるとともに、瞬間的な大電流が流れた際に
も外層の銀メッキ層を流れ、自己発熱による溶断を防止する耐パルス性を向上させること
ができる。
【００３１】
　［第１の可溶導体の先溶融］
　ここで、遮断素子１は、第１の回路２の第１の可溶導体１7が、第２の回路３の第２の
可溶導体１９よりも先に溶断するように形成されている。第１の可溶導体１７よりも先に
第２の可溶導体１９が溶断すると、発熱体１８への給電が停止され、第１の可溶導体１７
を溶断することができなくなるからである。
【００３２】
　そこで、遮断素子１は、発熱体１８が発熱すると、第１の可溶導体１７が先に溶断する
ように形成されている。具体的に、遮断素子１の第１の可溶導体１７は、第２の可溶導体
１９よりも、発熱体１８の発熱中心に近い位置に搭載されている。
【００３３】
　ここで、発熱体１８の発熱中心とは、発熱体１８が発熱することにより発現する熱分布
のうち、発熱初期の段階で最も高温となる領域をいう。発熱体１８より発せされる熱は絶
縁基板１０からの放熱量が最も多く、絶縁基板１０を、耐熱衝撃性に優れるが熱伝導率も
高いセラミックス材料により形成した場合などには、絶縁基板１０に熱が拡散してしまう
。そのため、発熱体１８は通電が開始された発熱初期の段階では、絶縁基板１０と接する
外縁から最も遠い中心が最も熱く、絶縁基板１０と接する外縁に向かうにつれて放熱され
て温度が上がりにくくなる。
【００３４】
　そこで、遮断素子１は、第１の可溶導体１７を、第２の可溶導体１９よりも、発熱体１
８の発熱初期において最も高温となる発熱中心に近い位置に搭載することにより、第２の
可溶導体１９よりも早く熱が伝わり、溶断するようにする。第２の可溶導体１９は、第１
の可溶導体１７より遅れて加熱されるため、第１の可溶導体１７が溶断した後に溶断され
る。
【００３５】
　また、遮断素子１は、第１、第２の可溶導体１７，１９の形状を変えることにより、第
１の可溶導体１７が先に溶断するようにしてもよい。例えば、第１、第２の可溶導体１７
，１９は、断面積が小さいほど溶断が容易となることから、遮断素子１は、第１の可溶導
体１７の断面積を第２の可溶導体１９の断面積よりも小さくすることにより、第２の可溶
導体１９よりも先に溶断させることができる。
【００３６】
　また、遮断素子１は、第１の可溶導体１７を第１、第２の電極１１，１２間の電流経路
に沿って幅狭かつ長く形成し、第２の可溶導体１９を第４，第５の電極１４，１５間の電
流経路に沿って幅広かつ短く形成してもよい。これにより、第１の可溶導体１７は、第２
の可溶導体１９よりも相対的に溶断しやすい形状となり、発熱体１８の発熱により、第２
の可溶導体１９よりも先に溶断する。
【００３７】
　また、遮断素子１は、第１の可溶導体１７の材料として、第２の可溶導体１９の材料よ
りも融点の低いもので形成してもよい。これによっても、発熱体１８の発熱により第１の
可溶導体１７を第２の可溶導体１９よりも溶断しやすくし、確実に第１の可溶導体１７を
第２の可溶導体１９よりも先に溶断させることができる。
【００３８】
　その他にも、遮断素子１は、第１の可溶導体１７と第２の可溶導体１９の層構造を変え
ることによって融点に差を設け、相対的に第１の可溶導体１７を第２の可溶導体１９より
も溶断しやすくし、発熱体１８の発熱により、第１の可溶導体１７を第２の可溶導体１９
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よりも先に溶断させるようにしてもよい。
【００３９】
　［その他］
　なお、第１、第２の可溶導体１７，１９の酸化防止、及び第１、第２の可溶導体１７，
１９の溶融時における濡れ性を向上させるために、第１、第２の可溶導体１７，１９の上
にはフラックス２２が塗布されている。
【００４０】
　また、遮断素子１は、絶縁基板１０がカバー部材２３に覆われることによりその内部が
保護されている。カバー部材２３は、上記絶縁基板１０と同様に、たとえば、熱可塑性プ
ラスチック，セラミックス，ガラスエポキシ基板等の絶縁性を有する部材を用いて形成さ
れている。
【００４１】
　［回路構成］
　次いで、遮断素子１の回路構成について説明する。図２に遮断素子１の回路図を示す。
図３に、遮断素子１が適用された遮断素子回路３０の一例を示す。遮断素子１は、第１の
電極１１と第２の電極１２とが第１の可溶導体１７を介して連続することにより形成され
る第１の回路２を有する。第１の回路２は、遮断素子１が実装される回路基板の電流経路
上に直列接続されることにより、電源回路やデジタル信号回路等の各種外部回路３１に組
み込まれる。
【００４２】
　また、遮断素子１は、第４の電極１４を介して発熱体１８と第２の可溶導体１９とが直
列接続された第２の回路３を有する。第２の回路３は、第１の回路２と電気的に独立し、
熱的に接続可能とされている。発熱体１８は、一端を第３の電極１３と接続され、他端を
第４の電極１４と接続されている。また、第２の可溶導体１９は、第４の電極１４と第５
の電極１５との間にわたって搭載されている。第３の電極１３は、外部接続端子を介して
第２の回路３への給電を制御する電流制御素子２５に接続され、第５の電極１５は、外部
接続端子を介して外部電源２６と接続される。
【００４３】
　電流制御素子２５は、第２の回路３への給電を制御するスイッチ素子であり、例えばＦ
ＥＴにより構成され、第１の回路２の電気的に且つ物理的な遮断の要否を検出する検出回
路２７と接続されている。検出回路２７は、遮断素子１の第１の回路２が組み込まれた各
種回路を遮断する必要がある事態を検出する回路であり、例えばバッテリパックの異常電
圧、ネットワーク通信機器におけるハッキングやクラッキング、あるいはソフトウェアの
ライセンス期間の満了等、第１の回路２の遮断により物理的、不可逆的に電流経路を絶ち
、外部と遮断する必要が生じた場合に電流制御素子２５を動作させる。
【００４４】
　これにより、第２の回路３に外部電源２６の電力が供給され、発熱体１８が発熱するこ
とにより第１の可溶導体１７が溶断される（図４（Ａ）（Ｂ）（Ｃ））。第１の可溶導体
１７の溶融導体は、濡れ性の高い第１の電極１１及び第２の電極１２上に引き寄せられる
。したがって、第１の可溶導体１７は、確実に第１の回路２を遮断することができる。ま
た、第１の可溶導体１７が第２の可溶導体１９よりも先に溶断されるため、第２の回路３
は、第１の回路２が遮断するまで確実に発熱体１８に給電し、発熱させることができる。
【００４５】
　発熱体１８は、第１の可溶導体１７の溶断後も発熱を続けるが、第１の可溶導体１７に
続き第２の可溶導体１９も溶断することにより、第２の回路３も遮断される（図５（Ａ）
（Ｂ）（Ｃ））。これにより、発熱体１８への給電も停止される。
【００４６】
　このような遮断素子１及び遮断素子回路３０によれば、外部回路３１に組み込まれる第
１の回路２と、第１の回路を遮断させる第２の回路３とが、電気的に独立しているため、
外部回路３１の種類によらず、発熱体１８に対して第１の可溶導体１７を溶断させるのに
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十分な発熱量を得る電力を供給することができる。したがって、遮断素子１及び遮断素子
回路３０によれば、第１の回路２が組み込まれる外部回路３１として、微弱な電流を流す
デジタル信号回路に適用することもできる。
【００４７】
　例えば、図６（Ａ）に示すように、遮断素子１及び遮断素子回路３０は、情報セキュリ
ティを目的として、第１の回路２をデータサーバ３３とインターネット回線３４との間に
組み込み、検出回路２７によってハッキングやクラッキングを検出した時には、図６（Ｂ
）に示すように、第１の回路２を遮断することで物理的、不可逆的に信号ラインをインタ
ーネット回線３４から切り離し、情報の流出を防止することができる。
【００４８】
　その他にも、遮断素子１及び遮断素子回路３０は、デバイスの物理的なライセンス認証
の取り消し、ＰＬ対策としてデバイスの改造行為に対する機能停止などに応用することも
できる。
【００４９】
　また、遮断素子１及び遮断素子回路３０によれば、第１の回路２と電気的に独立して第
２の回路３を形成しているため、発熱体１８への給電を制御する電流制御素子２５を、第
１の回路２の定格に関わらず、発熱体１８の定格に応じて選択することができ、より安価
に製造することができる。
【００５０】
　［第２の形態］
　遮断素子は、図１に示すように、発熱体１８を絶縁基板１０の第１～第５の電極１１～
１５が形成されている表面１０ａ上に形成し、第１及び第２の電極１１，１２、並びに第
４及び第５の電極１４，１５を重畳させる他にも、図７に示すように、絶縁基板１０の第
１～第５の電極１１～１５が形成されている表面１０ａと反対側の裏面１０ｂに形成して
もよい。図７（Ａ）は、発熱体１８が絶縁基板１０の裏面に形成された遮断素子４０の平
面図であり、図７（Ｂ）は、Ａ－Ａ‘断面図である。なお、上述した遮断素子１と同じ部
材については同一の符号を付してその詳細を省略する。
【００５１】
　遮断素子４０は、第３の電極１３及び第４の電極１４の一端も、絶縁基板１０の裏面１
０ｂ側に形成される。第４の電極１４の他端は、絶縁基板１０の表面１０ａに形成され、
第５の電極１５との間で第２の可溶導体１９が搭載される。第４の電極１４の一端と他端
とは、スルーホール２０を介して連続されている。
【００５２】
　遮断素子４０は、発熱体１８を絶縁基板１０の裏面１０ｂに形成することにより、絶縁
基板１０の表面１０ａが平坦となり、第１、第２の電極１１，１２や、第４の電極１４の
他端側、第５の電極１５を簡易な工程で形成することができる。なお、この場合、発熱体
１８上には、絶縁部材２１が形成され、発熱体１８の保護を図るとともに、遮断素子１の
実装時の絶縁性を確保することができる。
【００５３】
　また、このとき、発熱体１８と第１及び第２の電極１１，１２とを重畳させ、第１の可
溶導体１７を第２の可溶導体１９よりも発熱体１８の発熱中心に近い位置に配置すること
が好ましい。また、発熱体１８と第４及び第５の電極１４，１５とを重畳させ、第２の可
溶導体１９にも発熱体１８の熱を効率よく伝達するようにしてもよい。
【００５４】
　［第３の形態］
　また、遮断素子は、図８に示すように、発熱体１８を、絶縁基板１０の内部に形成して
もよい。図８（Ａ）は、発熱体１８が絶縁基板１０の内部に形成された遮断素子５０の平
面図であり、図８（Ｂ）は、Ａ－Ａ‘断面図である。なお、上述した遮断素子１と同じ部
材については同一の符号を付してその詳細を省略する。
【００５５】
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　遮断素子５０は、例えば、絶縁基板１０をセラミックス材料で形成する場合、表面に発
熱体１８、第３の電極１３、第４の電極１４の一端を形成した後、さらにセラミックス材
を積層することにより、発熱体１８が内部に形成された絶縁基板１０を得ることができる
。第３の電極１３及び第４の電極１４の各一端は、それぞれスルーホール２０を介して絶
縁基板１０の表面１０ａ又は裏面１０ｂに形成された他端と接続されている。
【００５６】
　遮断素子５０は、発熱体１８を絶縁基板１０の内部に形成することによっても、絶縁基
板１０の表面１０ａが平坦となり、第１及び第２の電極１１，１２や、第４の電極１４の
他端側、第５の電極１５を簡易な工程で形成することができる。なお、遮断素子５０は、
発熱体１８が絶縁基板１０の内部に形成されているため、絶縁部材２１を設ける必要はな
い。
【００５７】
　また、このとき、発熱体１８と第１及び第２の電極１１，１２とを重畳させ、第１の可
溶導体１７を第２の可溶導体１９よりも発熱体１８の発熱中心に近い位置に配置すること
が好ましい。また、発熱体１８と第４及び第５の電極１４，１５とを重畳させ、第２の可
溶導体１９にも発熱体１８の熱を効率よく伝達するようにしてもよい。
【００５８】
　［第４の形態］
　また、遮断素子１は、図９に示すように、発熱体１８を、絶縁基板１０の表面１０ａ上
において、第１及び第２の電極１１，１２、並びに第４及び第５の電極１４，１５と並ん
で形成してもよい。図９（Ａ）は、発熱体１８が絶縁基板１０の表面上において第１及び
第２の電極１１，１２、並びに第４及び第５の電極１４，１５と並んで形成された遮断素
子６０の平面図であり、図９（Ｂ）は、Ａ－Ａ‘断面図である。なお、上述した遮断素子
１と同じ部材については同一の符号を付してその詳細を省略する。
【００５９】
　遮断素子６０は、第１の可溶導体１７を第２の可溶導体１９よりも発熱体１８の発熱中
心の近くに配置することが好ましい。また、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、第１及び
第２の電極１１，１２のみを絶縁部材２１を介して発熱体１８上と重畳させ、第１の可溶
導体１７のみを発熱体１８の上に重畳配置してもよい。これにより、第１の可溶導体１７
は、第２の可溶導体１９よりも発熱体１８に近い位置に配置され、第２の可溶導体１９よ
りも先に溶断されることができる。
【００６０】
　［第１、第２の可溶導体］
　上述したように、第１、第２の可溶導体１７，１９のいずれか又は全部は、低融点金属
と高融点金属とを含有してもよい。このとき、第１、第２の可溶導体１７，１９は、図１
１（Ａ）に示すように、内層としてＡｇ、Ｃｕ又はこれらを主成分とする合金等からなる
高融点金属層４０が設けられ、外層としてＳｎを主成分とするＰｂフリーハンダ等からな
る低融点金属層４１が設けられた可溶導体を用いてもよい。この場合、第１、第２の可溶
導体１７，１９は、高融点金属層４０の全面が低融点金属層４１によって被覆された構造
としてもよく、相対向する一対の側面を除き被覆された構造であってもよい。高融点金属
層４０や低融点金属層４１による被覆構造は、メッキ等の公知の成膜技術を用いて形成す
ることができる。
【００６１】
　また、図１１（Ｂ）に示すように、第１、第２の可溶導体１７，１９は、内層として低
融点金属層４１が設けられ、外層として高融点金属層４０が設けられた可溶導体を用いて
もよい。この場合も、第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属層４１の全面が高
融点金属層４０によって被覆された構造としてもよく、相対向する一対の側面を除き被覆
された構造であってもよい。
【００６２】
　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、図１２に示すように、高融点金属層４０と
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低融点金属層４１とが積層された積層構造としてもよい。
【００６３】
　この場合、第１、第２の可溶導体１７，１９は、図１２（Ａ）に示すように、第１、第
２の電極１１，１２や第４、第５の電極１４，１５に搭載される下層と、下層の上に積層
される上層からなる２層構造として形成され、下層となる高融点金属層４０の上面に上層
となる低融点金属層４１を積層してもよく、反対に下層となる低融点金属層４１の上面に
上層となる高融点金属層４０を積層してもよい。あるいは、第１、第２の可溶導体１７，
１９は、図１２（Ｂ）に示すように、内層と内層の上下面に積層される外層とからなる３
層構造として形成してもよく、内層となる高融点金属層４０の上下面に外層となる低融点
金属層４１を積層してもよく、反対に内層となる低融点金属層４１の上下面に外層となる
高融点金属層４０を積層してもよい。
【００６４】
　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、図１３に示すように、高融点金属層４０と
低融点金属層４１とが交互に積層された４層以上の多層構造としてもよい。この場合、第
１、第２の可溶導体１７，１９は、最外層を構成する金属層によって、全面又は相対向す
る一対の側面を除き被覆された構造としてもよい。
【００６５】
　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、内層を構成する低融点金属層４１の表面に
高融点金属層４０をストライプ状に部分的に積層させてもよい。図１４は、第１、第２の
可溶導体１７，１９の平面図である。
【００６６】
　図１４（Ａ）に示す第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属層４１の表面に、
幅方向に所定間隔で、線状の高融点金属層４０が長手方向に複数形成されることにより、
長手方向に沿って線状の開口部４２が形成され、この開口部４２から低融点金属層４１が
露出されている。第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属層４１が開口部４２よ
り露出することにより、溶融した低融点金属と高融点金属との接触面積が増え、高融点金
属層４０の浸食作用をより促進させて溶断性を向上させることができる。開口部４２は、
例えば、低融点金属層４１に高融点金属層４０を構成する金属の部分メッキを施すことに
より形成することができる。
【００６７】
　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、図１４（Ｂ）に示すように、低融点金属層
４１の表面に、長手方向に所定間隔で、線状の高融点金属層４０を幅方向に複数形成する
ことにより、幅方向に沿って線状の開口部４２を形成してもよい。
【００６８】
　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、図１５に示すように、低融点金属層４１の
表面に高融点金属層４０を形成するとともに、高融点金属層４０の全面に亘って円形の開
口部４３が形成され、この開口部４３から低融点金属層４１を露出させてもよい。開口部
４３は、例えば、低融点金属層４１に高融点金属層４０を構成する金属の部分メッキを施
すことにより形成することができる。
【００６９】
　第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属層４１が開口部４３より露出すること
により、溶融した低融点金属と高融点金属との接触面積が増え、高融点金属の浸食作用を
より促進させて溶断性を向上させることができる。
【００７０】
　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、図１６に示すように、内層となる高融点金
属層４０に多数の開口部４４を形成し、この高融点金属層４０に、メッキ技術等を用いて
低融点金属層４１を成膜し、開口部４４内に充填してもよい。これにより、第１、第２の
可溶導体１７，１９は、溶融する低融点金属が高融点金属に接する面積が増大するので、
より短時間で低融点金属が高融点金属を溶食することができるようになる。
【００７１】
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　また、第１、第２の可溶導体１７，１９は、低融点金属層４１の体積を、高融点金属層
４０の体積よりも多く形成することが好ましい。第１、第２の可溶導体１７，１９は、発
熱体１８によって加熱されることにより、低融点金属が溶融することにより高融点金属を
溶食し、これにより速やかに溶融、溶断することができる。したがって、第１、第２の可
溶導体１７，１９は、低融点金属層４１の体積を、高融点金属層４０の体積よりも多く形
成することにより、この溶食作用を促進し、速やかに第１、第２の電極１１，１２間の遮
断、及び第４、第５の電極１４，１５間の遮断を行うことができる。
【符号の説明】
【００７２】
１，４０，５０，６０　遮断素子、２　第１の回路、３　第２の回路、１０　絶縁基板、
１０ａ　表面、１０ｂ　裏面、１１　第１の電極、１２　第２の電極、１３　第３の電極
、１４　第４の電極、１５　第５の電極、１７　第１の可溶導体、１８　発熱体、１９　
第２の可溶導体、２０　スルーホール、２１　絶縁部材、２２　フラックス、２３　カバ
ー部材、２５　電流制御素子、２６　外部電源、２７　検出回路、３０　遮断素子回路、
３１　外部回路、３３　データサーバ、３４　インターネット回線、４０　高融点金属層
、４１　低融点金属層、４２～４４　開口部

【図１】 【図２】
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